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第１３１回米子市農業委員会農地部会議事録  

 

招集年月日   平成２８年２月４日（木） 

招 集 場 所   米子市役所 ４０１会議室 

開   会   午後１時３０分 

出席委員      １番 佐々木 知俊委員    2番 田口 正廣委員     3番 髙橋 敦美委員    5番 遠藤 泰三委員 

6番 安田 浩史委員    7番 生田 英夫委員    8番 大縄 敬次委員    9番 仲本 悟委員 

  10番 伊塚 定弘委員    11番 泉  新一委員  12番  大東 清彦委員  13番 林原 成子委員 

15番 中本 公平委員    16番 足立 寛隆委員  17番 松林 貢委員(部会長) 

欠   席      4番 田邊 雄一委員   14番 森田 正敏委員 

事 務 局   高西会長  田村事務局長  宅和係長   山本主任  長谷川主任   

日   程   １ 農地法各条申請地現地調査 

２ 部会長あいさつ 

３ 議事録署名委員の指名 

 ４ 議事 

（１）農地法各条申請審議等 

ア 第４８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する許可について 

イ 第４９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について 

ウ 第５０号 米子市農用地利用集積計画の決定について 

エ 第５１号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画に係る意見照会に対する回 

答について 
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５ 報告事項  

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について 

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について 

（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

（４）非農地現況証明について 

(５）農地転用現況確認書の交付について 

（６）県農業会議会議員の事務報告 

（７）その他 

 

議事開始   午後２時５０分 

 

議長（松林委員） 

現地調査に引き続きまして、第１３１回農地部会を開催させていただきます。その前に今日の欠席は４番 田邊委員さんと１４番 森田

委員です。 

そうしますと、議事録署名委員について、慣例により議長が指名したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  そうしましたら、議席番号１５番の中本公平委員さんと１６番の足立寛隆委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは審議に入らせていただきます。初めに３ぺ－ジの議案第４８号をお願いいたします。農地法第３条第１項の規定による許可申請

に対する許可について下記申請について、農地法第３条第１項の規定により許可したいので議決を求めます。 

４ページ、番号４１と４２の古豊千について、関連しますので一括して審議いたします。事務局からご説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号４１・４２の古豊千について説明いたします。詳細は議案のとおりです。   

本件は、譲渡人が高齢のため、息子夫婦になる譲受人が、贈与により農地を取得しようとするものです。取得後の経営面積は２９４ａと
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なります。地元の委員さんに現地確認等していただき、問題はありませんでしたとご連絡をいただいております。別紙３条申請理由のとお

り、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。提出書類に不備はありませんでしたので、

ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（松林委員） 

今、事務局と地元委員さんの代理で事務局よりご報告いただきましたけど、これにつきましてご意見等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は挙手でお願いします。全員挙手ということで異議なしと認め許可と

決定いたします。 

続きまして、番号４３の尾高について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号４３の尾高について説明いたします。詳細は議案のとおりです。   

本件は、譲受人である農業生産法人おだか農園株式会社が、売買により農地を取得しようとするものです。取得後の経営面積は８０ａと

なります。また、事業計画では、柿畑でできた柿を、尾高ハイツの農園レストランなどで販売する予定となっております。別紙３条申請理

由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。提出書類に不備はありませんで

したので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（松林委員） 

続きまして、地元委員さんにご説明いただきたいと思います。 

１５番（中本委員） 

４３番の議案について説明します。内容は先ほど事務局が話をしたように、譲受人は農業生産法人おだか農園でございまして、売買によ

り農地４３９㎡取得しようとするものです。現状につきましては先ほど話しましたように柿畑として管理されております。所有権の移転後

におきましても、やはりそういった格好で果樹を行うということでございまして、申請地につきましては、先ほども話しましたようにシャ

トー「おだか」のほうに３００ｍほど上がりました傾斜面的な農地に位置しております。そのようなことで、許可要件については問題ない

と思われますのでよろしくお願いします｡ 
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議長（松林委員） 

今、事務局と地元委員さんからご説明いただきましたけども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

高西会長 

  これは○○円からっていうけども、どこかな。 

１５番（中本委員） 

  ですから今いいましたようにシャトー「おだか」から東側のほうに、だいたい２、３００ｍほど上側のところに若干傾斜地になっており

ましてね。坪単価にしてもだいたい○○円やというようなかっこうで、まあその辺の前後の絡みもあるんじゃないかなと思いますけど。 

高西会長 

 まあね、売り手と借り手があるから、そうされればいいことだと思うけど、ちょっと値段がいいなあと思って、３倍くらいね。 

  将来的に転用でなんかできるというようなことでしょうか。 

１５番（中本委員） 

  ではないですね。はい。それでまあ、どうも前のほうから柿畑の管理の手伝いをしたいっていうか、というようなことでおいておったら

しいです。 

高西会長 

  このおだか農園というのは、どれくらい今、耕作しておられますか。 

１５番（中本委員） 

  先ほど事務局が言われたように８０ａほどです。 

事務局（長谷川主任） 

  失礼します。議案にもございますけども、今現在、耕作面積は７６ａございまして、もともとですね、３年くらい前からおだか農園さん

が土地をシャトーの辺りを取得して耕作しておりますけども、もともとから取得価格が高かったという経過があって、やはり同じような値

段で土地の価格が推移しているものと思われます。 

高西会長 

  耕作しておられるのは果樹が主体か。 
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事務局（長谷川主任） 

  失礼します。取得した段階で柿畑であったところは、そのまま柿畑になっております。あとは平地の畑についてはですね、先だって現地

を見に行った時にはトラクターで耕転がしてありましたけども、ちょっと何を作っているかまでは分かりません。 

１５番（中本委員） 

  いちじくかなんかを植えておられました。年数が浅いものでまだ苗木だと思うんですよね。 

高西会長 

  まあ、本人さんがね、そういうことも考えておられるなら、いらん心配かもわからんけど、ほんとうにこれで農業経営が成り立つのかな

と思って。 

１５番（中本委員） 

  どうもその辺のことは、最初に申請の段階で事務局のほうもかなり話を聞いておられたと思うですけどね。 

高西会長 

  その辺も聞いてみたか。 

事務局（長谷川主任） 

  失礼します。今回申請にいらっしゃったのが、譲渡人さんのほうでして。 

高西会長 

  ああ、それなら高いほうがいいですね。 

事務局（長谷川主任） 

  なかなか高い値段で買ってしまうと、隣隣で買っていく時に安い値段というのは難しいような状況であるということは聞いております。 

高西会長 

  売り手の人は先祖から譲り受けた財産で売られることだけん、できるだけ買う人は高く買ってあげたらいいがとは思うけども、反面今度

は農業される人は本当にそれで大丈夫かなと、ついね、委員の皆さんもそう思いなるでしょ。人のことだから知りませんじゃなしに、わた

したち委員はね、農家が本当にこの農地として売買ね、取得された時に大丈夫だろうかなということがね、一番心配してあげないけんと思

うので。その中で行政のほうとして広域なり補助金なり活用できるものは、こっちから取得された人に情報を提供してあげて、利用しても
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らってね、取得額を下げてもらうっていうことも大事なことだと思う。取得する時に交付金だか補助金がでるが。あれはどうなっています

か。農地を取得する時に。なんとか金はよく定かでないけども。なんだか農地を取得する時にありませんでしたか。今は金利は、マイナス

金利みたいなことですけど、その当時でもね、貸付金利が１０％近い時にも３％くらいで借りられたので。ですから今頃もそんな資金はあ

るでしょ。 

１５番（中本委員） 

  多分あると思いますよ。農業近代化資金っていうやつが。 

高西会長 

  事務局、それは覚えておりませんか。 

事務局（長谷川主任） 

  取得する際の費用に対する補助金みたいなものがということでしょうか。 

高西会長 

  そう、例えばな、１,０００万で農地を取得すると。自己資金が５００万しかないけども、あと低利なものがないだろうかなっていった

らありましたが、だから今もないかなと思うけども。 

事務局（長谷川主任） 

  それはもう政策金融公庫さんがされていらっしゃるような資金的な、いわゆる貸付でしょうか。 

議長（松林委員） 

  あれ、農協近代化資金っていうか。農協でしょう、あれは。 

議長（松林委員） 

  そうしますと他にご意見ないですか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで決定といたしま

す。 

続きまして、番号４４の奥谷・日原について審議いたします。事務局から説明をお願いします。 



7 

 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号４４の奥谷・日原について説明いたします。詳細は議案のとおりです。   

本件は、譲渡人の兄になる譲受人が、持分４分の１を贈与により取得しようとするものです。取得後の経営面積は５２ａとなります。別

紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。提出書類に不備は

ありませんでしたので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（松林委員） 

  そうしましたら私、地元でございますので、ご説明させていただきますけども、今事務局が言ったとおりでございますけど、特にこれら

は母親が亡くなりまして、持分を持っていたものを引き継いで、更に弟も一緒な名義のところに４分の１持っていたもので、それを今回そ

の４分の１を兄のほうに譲度して譲るということで別に問題ないと思います。現地を見ましたら綺麗に耕作してありましたので、よろしく

お願いいたします。 

  何かご質問等ありましたらお願いしたいですが。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をさせていただきたいと思います。異議のない方は挙手でお願いします。全員挙手ということで異議なし

と認め許可と決定いたします。 

続きまして、番号４５の淀江町今津について、審議いたします。事務局からご説明をお願いします。 

事務局（山本主任） 

失礼します。番号４５の淀江町今津について説明いたします。詳細は議案のとおりです。本件は、譲渡人が高齢のため、子にあたる譲受

人が贈与により農地を取得しようとするものです。取得後の経営面積は９０ａとなります。別紙３条申請理由のとおり、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。提出書類に不備はありませんでしたので、ご審議よろしくお願

いいたします。 

議長（松林委員） 

続きまして、地元委員さんからのご説明お願いします。 

７番（生田委員） 



8 

 

現地を見ましたが耕作されております。譲渡人の子になる譲受人が、贈与により農地３,５３０㎡を取得しようとするものです。許可要

件については特に問題ないと思われますのでよろしくお願いします｡ 

議長（松林委員） 

ただ今、事務局説明と地元委員さんからご説明いただきましたけども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

高西会長 

  これ、生前贈与っていうことでしょ。おいくつくらいになりますか。お父さんは。 

事務局（山本主任） 

  年齢ですか。お父さんは８６歳になります。 

議長（松林委員） 

  他にございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決したいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

許可と決定いたします。 

続きまして、５ペ－ジ、議案第４９号をお願いいたします。農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見具申について、下記

申請について、農地法施行令第１５条第２項において準用する、第７条第２項の規定により意見を具申したいので審議を求めます。 

６ページ、番号６６の淀江町中間について、地元委員さんから説明をお願いいたします。 

１３番（林原委員） 

申請地は現地調査でも行きましたけども、淀江町中間の畑で向かい側は大和公民館でした。隣はグランドでした。面積は４６６㎡です。 

申請者は、従業員などの駐車場が不足していることから、申請地に駐車場の整備を計画したものです。なお、隣にあった、現在取り壊し

中でしたけども、鶏の卵を孵化させる施設を取り壊し、そこもまとめて駐車場にされる計画のようです。実行組合の排水同意もあります。  

申請地は、周囲を住宅などで囲まれている広がりのない農地であり、第３種農地に該当すると思われます。また、淀江町は非線引き都市計

画区域であり、本件については開発許可が不要であることを確認しています。転用については問題ないと思われますので、ご審議、よろし

くお願いします。 
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議長（松林委員） 

ただいま番号６６について、地元委員さんからご説明いただきましたが、これにつきまして何かご質問等がございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号６７の河崎について、地元委員さんよりご説明いただきたいと思います。 

８番（大縄委員） 

６７番の議案について説明します。地元委員の山中さんに代わりまして説明します。 

申請者は議案のとおりです。申請地は河崎の畑で面積は３２１㎡です。申請者は、夫婦と子ども３人の合計５人で市内のアパートで生活

していますが、狭くなってきたこともあり、申請地に住宅の建築を計画したものです。隣接耕作者の同意、実行組合の排水同意、土地改良

区の同意もあります。申請地は、JR 河崎口駅から２００ｍほどです。第３種農地に該当すると思われます。また、市街化調整区域の建築

許可については、都市計画法第３４条第１１号に該当する見込みであることを確認しています。転用については特に問題ないかと思われま

す。よろしくお願いします。 

議長（松林委員） 

ただいま番号６７につきまして、地元委員さんよりご説明いただきましたけども、これにつきまして何かご質問等ありませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので、採決したいと思います。異議のない方は、挙手をお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号６８の淀江町中間について、地元委員さんからご説明いただきたいと思います。 

１３番（林原委員） 

６８番の議案について説明します。 

申請者は議案のとおり現地調査でも行きましたが、申請地は淀江町中間の田で、面積が２８８９．６１㎡です。申請者は、高齢化により 

農作業が難しくなってきていることから、将来にわたって自己所有地を有効に活用することを考える中で、隣に建てたアパートの経営が順
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調なことから、共同住宅の建築を計画し、このたびの申請に至ったものです。この土地は圃場整備がしてありません。農業用水路の排水同

意については依頼中とのことですが、汚水は下水道に流し、雨水だけを水路に放流するため、農業には影響はないと考えます。隣接耕作者

の同意については、一部、同意を得られない耕作者がおりましたので、そのことについて理由書が提出されています。申請地は、住宅・公

共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が１０ｈａ未満であるため、第２種農地に該当すると思われます。

また、淀江町は非線引き都市計画区域であり、敷地が３,０００㎡未満であるため、開発許可が必要ないことを確認しています。転用につ

いては問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（松林委員） 

今、地元委員さんからご説明いただきましたけども、今の説明の中で理由書の提出ってありましたよね。これどういうのが出ているので

すか。 

事務局（長谷川主任） 

  理由書につきましては、当事者間の仲が悪くて判がもらえないという理由書をいただいています。失礼いたします。 

高西会長 

事務局は県に相談したんでしょ。 

事務局（長谷川主任） 

  確認は取りました。 

高西会長 

  県に事前に相談しておいてと。何かあったらいけんということで。それで県に相談したら問題ないということで、自治会の同意はあるけ

ども、実行組合の同意はできません。それはいわゆる個人的な感情でですねということで。 

議長（松林委員） 

  そうしましたら、そういうことの理由がついているということをご認識いただきまして採決したいと思います。異議のない方は、挙手で

お願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号６９の大崎について、地元委員さんからご説明をお願いいたします。 

６番（安田委員） 
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農業委員の矢倉さんの代わりにご説明させていただきます。今日一番最初に見た申請地ですけども、議案にもありますように、大崎の畑

で面積は１,０６４㎡です。 

申請者は、鳥大医学部付属病院で働いている内科医ですが、申請地周辺に病院が少ないことから、内科医院の建築を計画したもので、こ

の近くに梶谷医院ていうのが現在ありますけども、これが近いうちに病院を閉められることもありまして、ここで通院している患者さんを

引き受けるということです。土地改良区の同意、農業用水路の排水同意、隣接耕作者の同意もあります。申請地は、ほかの農地区分に該当

しない農地で、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地であり、第２種農地に該当すると思われます。転用について

問題はないと思われますのでよろしくお願いします。なお地元委員の矢倉さんからもよろしくお願いしますと同意を得ておりますので併せ

てご報告します。 

議長（松林委員） 

今、番号６９について詳しくご説明いただきましたが、ご質問等がございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようですので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手をお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、許可申

請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、７ページ番号７０の彦名町について、地元委員さんよりご説明をお願いいたします。 

２番（田口委員） 

７０番の議案について説明します。申請地は議案のとおりで、彦名町の畑で面積は１３６㎡でございます。本日は現地調査をしておりま

せんが、この半年の間に２度ほど現地調査を近くの畑をしまして、売買が成立しております。その土地も隣接地でございます。 

申請者は、自分が所有している約２００坪ほどの雑木林を更地にして、会社の資材置場として活用しようと考えましたが、隣接している

畑も含めて、資材置場に整備することを計画したものです。隣接耕作者の同意、土地改良区の同意、実行組合の排水同意もございます。申

請地は、住宅・公共施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地で、その規模が１０ｈａ未満であるため、第２種農地に該当す

ると思われます。転用について問題はないと思われますのでよろしくお願いします。 

議長（松林委員） 

ただいま番号７０について地元委員さんより色々説明がありましたが。これにつきましてご質問等がございませんか。 
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（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います、異議のない方は、挙手をお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、番号７１の安倍について、地元委員さんから説明をいただきたいと思います。 

８番（大縄委員） 

７１番について説明します。これは地元の三島委員さんに代わって説明します。現地調査の２番目です。 

申請地は議案のとおりで、安倍の畑で面積は１,０４８㎡です。申請者親子は、親御さん夫婦は伯耆町で生活し、子ども夫婦は市内のア

パートで生活していますが、このたび、将来の両親の世話や彦名干拓地での畑作のことを考えて、申請地に住宅の建築を計画したものです。

隣接耕作者の同意、農業用水路の放流同意、土地改良区の同意もあります。 

申請地は、水道管と下水管が埋設されている道路に接しており、５００ｍ以内に２つ以上の病院がある農地です。第３種農地に該当する

と思われます。市街化調整区域ですが、農家住宅の建築であり、問題はないことを確認しています。転用について問題はないと思われます。

よろしくお願いします。 

議長（松林委員） 

ただいま番号７１につきましてご説明いただきました。これにつきまして何かご意見等がございませんでしょうか。 

高西会長 

  ちょっと聞いてみるけども、これは○○さんという人のお母さんだと思うけども。これは○○の○○に住んでおられるわけですか。 

事務局（長谷川主任） 

  貸渡人の○○さんと借受人の○○さんがご夫婦でいらっしゃって、○○さんという方がお子様でいらっしゃいます。一応○○さんの土地

に親子で家を建てて家族６人で生活しようと考えて今回申請にいたっております。 

高西会長 

  ということはもともと○○さんという人は浜からここへ嫁になって来たということでしょうか。 

８番（大縄委員） 

  旗ヶ崎からです。 
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高西会長 

  これはどんなことかなと思ったので。まあいわゆるお母さんの実家の近くにということですね。 

事務局（長谷川主任） 

  はい。 

議長（松林委員） 

  他に何かございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

許可申請は適当である旨の意見を付すことといたします。 

続きまして、８ペ－ジ、議案第５０号をお願いいたします。米子市農用地利用集積計画の決定について、別紙農用地利用集積計画（案）

について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、決定を求めます。 

今月は利用権設定が４８件、利用権の契約期間の変更が８件ございます。 

それでは、利用権設定各筆明細について、１１ページ番号２－１と２－２を一括して審議いたします。審議に入りたいと思いますが、農

業委員会に関する法律第２４条第２項に基づき、この案件の当事者であります大縄委員さんの退席を求めます。 

（大縄委員退席） 

そういたしますと、１１ページ、番号２－１、２－２について事務局よりご説明いただきたいと思います。 

事務局（宅和係長） 

  失礼します。 １１ページ番号２－１から番号２－２は再設定であり、設定後の経営面積は、２９０ａでございます。 

以上、番号２－１から番号２－２は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えますので、ご審議よろしく

お願いします。 

議長（松林委員） 

ただ今、事務局からのご説明いただきましたけど、何かご質問等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 
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ないようですので採決したいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、決定とい

たします。 

番号２－１、２－２の審議を終了しましたので、大縄委員の着席を求めます。 

（大縄委員着席） 

続きまして、番号２－３から１５ページ番号２－２０までを一括して審議いたします。事務局説明をお願いいたします。 

事務局（宅和係長） 

    失礼いたします。 

  １１ページ番号２－３は、再設定であり、設定後の経営面積は２４５ａでございます。 

  番号２－４から１２ページ番号２－５は、耕作不便のため貸付人からの希望であり、設定後の経営面積は、１,３１１ａでございます。 

番号２－６は、再設定であり、設定後の経営面積は、７８９ａでございます。 

番号２－7 から２－８は、借受人の希望によるものであり、設定後の経営面積は、１,９３６ａとなります。 

番号２－９から１３ページ番号２－１０及び番号２－１２は再設定でございます。 

番号２－１１は、農業廃止によるものでございます。番号２－９から番号２－１２まで併せて、設定後の経営面積は、１,３０６ａでご

ざいます。 

番号２－１３は、再設定であり、設定後の経営面積は、８９５ａでございます。 

番号２－１４から１４ページ番号２－１５は、再設定であり、設定後の経営面積は、２８５ａでございます。 

番号２－１６、再設定であり、設定後の経営面積は、６１８ａでございます。 

番号２－１７から番号２－１８は、再設定であり、設定後の経営面積は、２２０ａでございます。 

番号２－１９は、農地法３条の貸し借りから利用権設定での貸し借りに切り替えるものでございます。設定後の経営面積は、７４ａでご

ざいます。 

番号２－２０は、借受人の希望によるもので、設定後の経営面積は、４３ａとなります。営農計画書が提出されていますので、１０ａ以

上で借り入れ可能となっております。 

以上、番号２－３から番号２－２０までは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議よろし
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くお願いします。 

議長（松林委員） 

ただ今、事務局からの説明がありましたが、何かご質問等がございませんでしょうか。 

高西会長 

  ちょっと聞いてみるけどね、２－１１の○○さんが利用権設定を受けなるけども、この○○さんというのは○○県のほうの人ですので、

誰かに今まで作ってもらっていたのでしょうか。 

事務局（宅和係長） 

  すいません。ちょっと以前のことは確認しておりません。 

高西会長 

  分かりませんか。誰か貸しておられるのかと思って。 

議長（松林委員） 

  他に何かありませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決したいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

決定といたします。 

続きまして、１７ページ、利用権設定各筆明細（農地中間管理権を取得する場合）について、番号２－１から２２ページ番号２－２８ま

でを一括して審議いたします。そういたしますと、事務局から説明いただきたいと思います。 

事務局（宅和係長） 

  農地中間管理権を取得する場合について説明をいたします。 

１７ページ番号２－１は、賃貸借により５年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－２から１８ページ２－９は、賃貸借により１０年間、中間管理権を取得するものでございます。 

１９ページ番号２－１０は、賃貸借により５年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－１１から２１ページ番号２－２１までは、賃貸借により１０年間、中間管理権を取得するものでございます。 
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番号２－２２は、賃貸借により５年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－２３から２２ページ番号２－２４までは、賃貸借により１０年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－２５は、賃貸借により５年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－２６から番号２－２７は、賃貸借により１０年間、中間管理権を取得するものでございます。 

番号２－２８は、使用貸借により１０年間、中間管理権を取得するものでございます。 

今月の中間管理権を取得しようとする農地は全て、借受予定者がおられます。 

以上、番号２－１から番号２－２８まで、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えますのでご審議よろし

くお願いします。 

議長（松林委員） 

そうしましたら今、事務局より色々ご説明いただきました。何かこれにつきましてご意見等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないということでございますので採決をしたいと思います、異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なし

と認め、決定といたします。 

 続きまして、２５ページ、農地中間管理権に係る契約期間を変更する場合について、番号２－１から２７ページ番号２－８までを一括し

て審議いたします。事務局よりご説明いただきたいと思います。 

事務局（宅和係長） 

中間管理権に係る契約期間の変更する場合について説明します。２５ページ番号２－１から２７ページ番号２－８までは、担い手育成機

構が平成２７年５月１日から平成３０年４月３０日までの３年間、中間管理権を設定しており、現在、柳谷ファームに利用配分されてい 

ます。契約の終期が３０年４月末という中途半端な時期となっております。借受人の柳谷ファームの要望で３０年産まで水稲作付けを希望

しているため、この度、終期を８ヶ月間延長しまして、平成３０年１２月末までということで変更したいという申し出が出ております。 

以上、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（松林委員） 

今、事務局より色々説明いただきましたけども、これにつきまして質問等がございませんでしょうか。 
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（異議なしの声あり） 

ないようですので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手をお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、決定と

いたします。 

次に、３０ペ－ジの議案第５１号をお願いいたします。農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画に係る意見照

会に対する回答について別紙、農用地利用配分計画（案）について、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき

意見を求めます。３１ページ番号１から番号５について、一括して審議いたします。そういたしますと、事務局からご説明いただきたいと

思います。 

事務局（宅和係長） 

  番号１ですが、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため配分しようとするものでございます。配分後の経営面

積は日吉津村分も含めて２４７ａでございます。 

番号２は、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため配分しようとするものでございます。配分後の経営面積は、   

４９４ａでございます。 

番号３ですが、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため配分しようとするものでございます。配分後の経営面

積は、大山町分も含め３,１１２ａでございます。 

番号４ですが、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため配分しようとするものでございます。配分後の経営面

積は１２０ａでございます。 

番号５は、こちらも近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため配分しようとするものでございます。配分後の経

営面積は、６３ａでございます。 

選定理由は以上でございます。よろしくお願いします。 

議長（松林委員） 

  今、事務局からご説明いただきましたけども、これについてご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので、採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認
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め、適当である旨回答いたします。 

続きまして３１ページ、３２ページの番号６を審議いたします。審議に入りたいと思いますが、農業委員会等に関する法律第２４条第２

項に基づき、この案件の当事者である泉委員の退席を求めます。 

（泉委員退席） 

そういたしますと、３１ページ、３２ページの番号６について事務局からご説明いただきたいと思います。 

事務局（宅和係長） 

  失礼します。 

番号６は、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため、配分しようとするものでございます。配分後の経営面積

は、３１８ａでございます。 

選定理由は以上でございます。ご審議よろしくお願いします。   

議長（松林委員） 

ただいま、事務局からのご説明いただきましたけども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

適当である旨回答いたします。 

続きまして３１ページ、番号６の審議を終了しましたので、泉委員の着席を求めます。 

（泉委員着席） 

続きまして、３２ページ番号７から３５ページ番号１１までを一括して審議いたします。事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（宅和係長） 

  失礼いたします。 

  番号７は、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため、配分しようとするものでございます。配分後の経営面積

は、５４７ａでございます。 

番号８は、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため、配分しようとするものでございます。配分後の経営面積
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は、１,９３６ａでございます。 

番号９は、近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため、配分しようとするものでございます。配分後の経営面積

は、１,３１１ａでございます。 

３３ページ、番号１０は、こちらも近隣圃場の耕作者であり、他に耕作しようとするものがいないため、配分しようとするものでござい

ます。配分後の経営面積は、２７５ａでございます。 

続きまして３４ページから３５ページの番号１１でございますが、こちらは現在利用権設定で借りている農地を中間管理事業で借り替え

るものでございます。配分後の経営面積は１,００８ａとなります。 

選定理由につきましては以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

議長（松林委員） 

ただ今、事務局からご説明いただきましたけども、これにつきましてご質問等ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ないようでございますので採決をしたいと思います。異議のない方は、挙手でお願いいたします。全員挙手ということで異議なしと認め、

適当である旨回答いたします。 

審議事項は以上でございます。続いて報告事項に移ります。３８ぺ－ジ、（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書

の受理について、番号３２から３４の３件を受理しております。 

続きまして、３９ぺ－ジ、（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について、番号７１から４０ページ番号

７９までの９件を受理しております。 

続きまして、４１ぺ－ジ、（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について、番号７４から番号７６までの３件を受理し

ております。 

続きまして、４２ペ－ジ、（４）非農地現況証明について、番号３４から４３ページ番号４２までの９件を証明しています。 

続きまして、４４ページ、（５）農地転用現況確認書交付について、番号４７から番号４９までの３件を交付しています。 

続きまして、会長に農業会議の事務報告をお願いします。 

高西会長 
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（鳥取県農業会議会議員の事務報告） 

議長（松林委員） 

何かございませんでしょうか。ないようでしたら、事務局のほうより連絡事項等お願いします。 

事務局（宅和係長） 

（事 務 連 絡） 

議長（松林委員） 

  そうしましたら長時間ご審議いただきまして、これをもちまして、第１３１回農地部会を終了させていただきます。ご苦労様でした。 

 

閉   会  午後４時３１分 

 

 


